
令和７年度第１回

東御市介護保険運営協議会

東御市地域包括支援センター運営協議会 会議次第

東御市地域密着型サービス運営委員会

日 時：令和７年１０月１５日(水)

午後１時３０分～

場 所：総合福祉センター３階 講堂

委嘱書の交付

１ 開 会

２ あ い さ つ

３ 自 己 紹 介

４ 介護保険運営協議会の役割について

５ 協 議 事 項

（１）東御市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画初年度の取り組み状況について

【資料１】【資料２】【別紙参考１】

（２）東御市高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画の策定スケジュールについて

【資料３】

（３）東御市チャレンジショップの開設について

【資料４】【資料５】

６ 諮 問 事 項

（１）東御市家庭介護者慰労給付金要綱の一部改正について

【資料６】

７ そ の 他

８ 閉 会



東御市介護保険運営協議会　委員名簿　（任期：R6.4.1　～ R9.3.31） （敬称略）

区　分 氏　　名 団　体　等 備考

市毛　真弓 市議会議員 令和６年１２月５日～

柳澤　ひろ子 民生児童委員協議会
介護保険運営協議会副会長
民生児童委員協議会副会長（祢津地区）
令和5年４月１日～

春原　久幸 医人会
春原整形外科クリニック
令和７年４月１日～

横山　好範 東御市社会福祉協議会 介護保険運営協議会長

田中　美惠子 上田広域連合介護相談員

成澤　俊夫 上田広域連合介護相談員 令和７年４月１日～

井出　直子 健康づくり推進員会

森野　洋平 介護保険（施設）事業所
介護老人保健施設ハーモック
東部

中　陽平 介護保険（居宅）事業所
社会福祉法人ちいさがた福祉
会

岩井　孝司 介護保険（居宅）事業所
NPO法人　普通の暮らし研究所岩
井屋

新林　秀友 介護保険（居宅支援）事業所
社会福祉法人みまき福祉会ケア
ポートみまきマネジメントセンター

小林　峯雄 シニアクラブ連合会 令和７年４月１日～

山岸　淳子 在宅介護者

大谷　美知子 在宅介護者

柳沢　宗一 在宅介護者

役　職 氏　名

健康福祉部長 寺田　嘉彦 　　福祉事務所長

福祉課長 掛川　一郎 　　福祉事務所次長

高齢者福祉係長 田中　朋子 　　介護保険（全般）

高齢者福祉係 早坂　美智代 　　地域ケア会議、ケアマネ支援（主任介護支援専門員）

〃 尾﨑　悟史 　　介護保険（給付管理）

〃 黒沢　しほ 　　介護保険（資格管理・保険料）

〃 青木　朋子 　　認知症施策、権利擁護(社会福祉士）　

〃 松尾　麻衣 　　総合相談支援、介護予防（保健師）

〃 片桐　夏実 　　生活支援体制整備、在宅医療・介護連携、介護予防ケアマネジメント（保健師）

〃 石田　萌佳 　　高齢者虐待防止、老人施設入所措置（社会福祉士）

事務局職員

〒389-0502　東御市鞍掛197　　℡75-5090

担　　　当

事業所

被保険者

学識経験者



○東御市介護保険条例（抜粋）

平成 16 年 4 月 1 日

条例第 117 号

(市が行う介護保険)

第 1 条 市が行う介護保険については、法令に定めのあるもののほか、こ

の条例の定めるところによる。

～略～

(東御市介護保険運営協議会)

第 11 条 市の介護保険事業の運営に関し、市長の諮問に応じて調査審議

するため、東御市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置す

る。

(組織及び任期)

第 12 条 協議会は、委員 15 人以内をもって組織する。

2 委員は、被保険者、事業者(指定居宅サービス、指定居宅介護支援又は指

定施設サービスを行う者をいう。)及び学識経験のある者のうちから市長

が委嘱する。

3 委員の任期は、3 年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任

期間とする。

(会長及び副会長)

第 13 条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理す

る。

(会議)

第 14 条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことがで

きない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。

4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

～略～



○東御市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年４月１日

告示第35号

改正 平成21年３月27日告示第37号

（設置）

第１条 東御市地域包括支援センター（以下「センター」という。）の設置、運営、評価等

に係る必要な事項を審議し、センターの公正かつ中立的な運営を図るため、東御市地域包

括支援センター運営協議会（以下「運営協議会」という。）を設置する。

（任務）

第２条 運営協議会は、次の事項について審議するものとする。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。

(4) その他センターの運営に関し必要な事項

（組織）

第３条 運営協議会は、東御市介護保険運営協議会（以下「介護保険運営協議会」という。）

の委員をもって構成する。

（会長及び副会長）

第４条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

２ 会長及び副会長は、介護保険運営協議会の会長及び副会長をもって充てる。

３ 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。

（任期）

第５条 委員の任期は、介護保険運営協議会の委員の任期を適用する。

（会議）

第６条 運営協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

２ 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。

（庶務）

第７条 運営協議会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。

（補則）

第８条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営

協議会に諮って定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則（平成21年３月27日告示第37号）

この告示は、平成21年４月１日から施行する。



○東御市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年４月１日

告示第36号

改正 平成21年３月27日告示第38号

（設置）

第１条 介護保険法（平成９年法律第123号）の規定に基づく地域密着型サービスの適正かつ

円滑な運営を図るため、東御市地域密着型サービス運営委員会（以下「運営委員会」とい

う。）を設置する。

（任務）

第２条 運営委員会は、次の事項について審議するものとする。

(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬に関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価に関すること。

(4) その他地域密着型サービスの適正な運営に関し必要な事項

（組織）

第３条 運営委員会は、東御市介護保険運営協議会（以下「介護保険運営協議会」という。）

の委員をもって構成する。

（会長及び副会長）

第４条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

２ 会長及び副会長は、介護保険運営協議会の会長及び副会長をもって充てる。

３ 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。

（任期）

第５条 委員の任期は、介護保険運営協議会の委員の任期を適用する。

（会議）

第６条 運営委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

２ 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。

（庶務）

第７条 運営委員会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。

（補則）

第８条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営

委員会に諮って定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則（平成21年３月27日告示第38号）

この告示は、平成21年４月１日から施行する。


